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ここがポイント

料理初心者でも大丈夫♪
健康が気になるあなたにも役立つ内容★
自宅で実践できる時短・簡単・おいしい料理！

日時：11月27日（木）午前10時～午後1時
会場：西原町保健センター1F　栄養指導室
対象：町内在住の男性(30～70歳)　募集人数：先着16名
持ち物：エプロン、三角巾、飲み物　参加費：無料

日時・会場

申込期間：10月6日(月)～11月19日(水)
申込方法：健康保険課 保健予防係

お電話(098-911-9163)または窓口まで

申込について

＼私たちが教えま～す／

講師：西原町食生活改善推進員

令和8年度 保育所、こども園等入所募集（新規・転園）
西原町に住所を有する世帯で、生後６ヶ月から小学校就学前までの教育または保育を必要とする児童
（保育を必要とする事由：  就労　看護・介護　疾病・障がい　妊娠・出産　就学　求職活動等）

申請は下部QRコードからお願いします。
※こども園の1号認定（教育認定）と2号認定（保育認定）の申請フォームは異なりますのでご注意ください。

※期限を過ぎての申込みは､優先度の高い方でも待機の対象となります｡
※申込みに関する詳細については入所案内もしくは西原町HPをご確認ください｡
※町外の保育園等を広域入所として希望する場合は､原則上記の受付期間での窓口申請となりますが､事前に保育園等が所
在する市町村のHP等で期限をご確認ください｡
※就労証明書等は必ず必要となりますので､余裕を持ってご準備下さい｡

区分
・保育所 ・こども園
(認定区分：1号、2号)
※1号、2号の併願は不可

オンライン申請（LoGoフォーム）
※24時間申請可能

継続
新規
転園

10月10日(金)～10月31日(金)

※終了しました
申請方法 申請期間

詳細は、ホームページをご覧ください

＊1 西原東こども園の3歳児クラスについては、希望する児童数によっては、3歳児クラスを新設しないこともあります。その場
合には、希望園を繰り上げて、利用調整します。

こども園の認定区分

こども園の対象児童

1号認定（教育認定）
（就労等の要件無し）

2号認定（保育認定）
（就労等の要件有り）

保育時間 月～土
標準時間 午前7時15分～午後6時15分
（延長保育 午後6時15分～午後7時15分）
短時間 午前8時15分～午後4時15分

教育時間 月～金　
午前8時15分～午後2時

・長期休業中等はお休みになります。
・定員を超えた場合には抽選となります。

・受入時間等は、保育所と同じです。
※２号認定は保育を必要とする児童が対象となり、
　保育所の入所選考と同様の基準で選考を行います。

認定区分 開所時間等 その他

3歳児（令和4年4月2日～令和5年4月1日生まれ） 〇
〇
〇

〇
〇＊1

〇
4歳児（令和3年4月2日～令和4年4月1日生まれ）
5歳児（令和2年4月2日～令和3年4月1日生まれ）

　西原こども園（令和8年4月開園予定）・坂田こども園 ・西原南こども園 西原東こども園

こども園（1号） 保育所・こども園（2号） 申請に係る様式はこちらから

お問い合わせ：こども課 保育所係・幼稚園こども園係　TEL:098-945-5311

お問い合わせ：健康保険課 保健予防係　TEL:098-911-9163

マイナンバーカード夜間・窓口のご案内

お問い合わせ：町民課 住民年金係　TEL:098-945-5012

　マイナンバーカードの交付や電子証明書の更新を行う夜間窓口を下記のとおり開設します。平日日中に来庁が困難な方はご利
用ください。予約制となっていますので、ご希望の方は、下記の電話番号までお問い合わせください。

開設日時 月 日
月 日

10
10

9
23
（木）
（木）

午後5時30分～午後7時30分
午後5時30分～午後7時30分

作って簡単！食べて健康！
男の料理教室

男性限定


